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▼
そ
の
他
　
車
で
来
場
の
方
は
無
料
駐

車
場
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し
く
は
、
周
辺
の
有
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車
場
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だ
さ
い
。
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　税金は、皆さまの生活に欠かすことのできない福祉や教育の充実、社会の秩序の維持など様々な行政サー
ビスに必要な財源です。

税税金金のの納納めめ忘忘れれははごござざいいまませせんんかか？？税金税金のの納め忘納め忘れれはございませんかはございませんか？？

　やむを得ない理由（災害・病気・失業等）により納付が困難な場合は、そのままにせず、必ずご相談く
ださい。担当が不在等の時がありますので、事前に連絡したうえでご来庁ください。
　なお、電話での納税相談は、原則お受けできません。

【問合せ先】税務課　収納グループ　☎ ０２9―２４０―７1０４（直通）

２
０
１
７
年
度
春
　J
I
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ィ
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体
験
談
＆
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明
会
」

国
家
公
務
員
募
集

納期限内に納めないと延滞金がかかります
　税金を納期限内に納めなかった場合、本税の他に「督促手数料」「延滞金」がかかる場合があります。延滞金は、納期限の翌日
から納入の日までの期間の日数に応じて加算されます。これは、納期内に適正に納付していただいている多くの方との公平性を
保つために設けられたものです。納入が遅くなるほど負担が大きくなりますので、必ず納期内に納付しましょう。

滞納している方は滞納処分（差押・公売）の対象となります
　納期限を過ぎ、督促状発送後10日を経過した日までに完納しないときは「財産を差し押さえなければならない」という法律の
規定があります。そのため、文書や訪問による催告にも関わらず納付されない場合、金融機関や勤務先・取引先等を調査し、不
動産・預金・給与等を差し押さえます。差し押さえた財産は、換価し、強制的に延滞金を含めた滞納税額へ充当します。

一斉催告を送付しています
　平成28年度に未納がある方を対象に、催告書を送付しています。納付書が同封されておりますので、納付書裏面記載の金融機
関・コンビニエンスストアで指定期日までに納付してください。
　一斉催告発送日　　平成29年３月10日（金）
　納付指定期日　　平成29年３月24日（金）


